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部活動を含む校外行事に係る車両による 
移動方法等の調査結果について 

 

 令和８年５月６日に発生した新潟県の私立高校における部活動遠征中のバス事故

を受けて、県立学校の校外行事（部活動を含む）に係る車両による移動方法等の実態

把握のための調査を実施しました。その結果についてお知らせします。 

  

１ 調査対象 

 県立学校（中学校１校、全日・定時・通信制高校１３１校、特別支援学校３８校） 

合計１７０校 

 

２ 調査実施期間 

令和８年５月２０日（水）～５月２９日（金） 

 

３ 調査の対象範囲 

 令和７年度及び令和８年度に実施した校外行事（部活動を含む）で、児童生徒の移

動手段が徒歩、自転車、公共交通機関以外のもの。 

 

４ 主な調査項目 

・利用した移動手段(借り上げバス/レンタカー/スクールバス 等) 

・利用した移動手段の運転者 

・契約内容の管理職の確認の有無 

・教職員の同乗の有無 

・一般貸切旅客自動車運送事業の許可証の確認の有無 等 

 

５ 調査結果 

（１）「旅客運送無許可バス」の利用は無かった。 

 

（２）徒歩、自転車、公共交通機関以外を利用した校外行事件数 

 校外行事 うち部活動 

令和７年度 2,362 件 1,102 件 

令和８年度 261 件 122 件 
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（３）上記（２）で利用した移動手段の内訳 

  校外行事 うち部活動 

令
和
７
年
度 

借り上げバス＊１ 1,485 件 1,019 件 

レンタカー＊２ 44 件 44 件  

スクールバス＊３ 778 件 15 件 

イベント主催者や宿舎が

手配した車など 

55 件 24 件 

令
和
８
年
度 

借り上げバス＊１ 163 件 102 件 

レンタカー 15 件 15 件 

スクールバス＊３ 72 件 1 件 

イベント主催者や宿舎が

手配した車など 

11 件 4 件 

＊１ 借り上げバスの運転者は全て委託事業者の運転手であった。  

＊２ 教職員が運転する車に生徒を同乗させた件数は、令和７年度に部   

活動で１件該当。 

 ＊３ 特別支援学校児童生徒等の通学に供することを主たる目的として

運行しているバスで、県が一括して契約をおこなっているもの。 

（４）借り上げバスの契約内容を管理職が確認している件数 

  校外行事 うち部活動 

令和７年度 

（1,485 件中) 

確認有 1,191 件 728 件 

確認無 294 件 291 件 

令和８年度 

（ 163 件中） 

確認有 133 件 72 件 

確認無 30 件 30 件 

 

（５）借り上げバス利用時の教職員の同乗の状況 

  校外行事 うち部活動 

令和７年度 

（1,485 件中） 

同乗有 1,423 件 957 件 

同乗無 62 件 62 件 

令和８年度 

（ 163 件中） 

同乗有 154 件 93 件 

同乗無 9 件 9 件 

 

（６）バス事業者に係る一般貸切旅客自動車運送事業許可書の確認状況 

  校外行事 うち部活動 

令和７年度 

（1,485 件中） 

確認有 1,337 件 871 件 

確認無 148 件 148 件 

令和８年度 

（ 163 件中） 

確認有 150 件 89 件 

確認無 13 件 13 件 



3/3 

（７）借り上げバスの契約相手事業者 

  校外行事 うち部活動 

令和７年度 

（1,485 件中） 

バス事業者 850 件 745 件 

旅行会社 635 件 274 件 

令和８年度 

（ 163 件中） 

バス事業者 102 件 94 件 

旅行会社 61 件 8 件 

 

※「５ 調査結果」のうち、令和８年度の数値は、令和８年５月２０日まで

に実施済みのもの 

 

６ 今後の対応 

・ 調査結果を踏まえ、校外行事（部活動を含む）における適切な対応に  

ついて改めて校長会等を開催し指導を行う。  

・ 不十分な対応のあった学校については個別の指導を行う。 

・  今後の適切な対応の徹底について改めて県立学校へ通知する。  


